
 税金あれこれ
　
平
成
26
年
度
の
地
方
税
法
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
原
動
機
付
自
転

車
、小
型
特
殊
自
動
車
、軽
二
輪
、

二
輪
の
小
型
自
動
車
、
三
輪
・
四

輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
税
率
が
、

平
成
28
年
度
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　
た
だ
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降

に
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
た
軽
自
動
車
か
ら
税
率
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）。

　
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る

（
環
境
負
荷
に
応
じ
て
税
率
を
調

整
す
る
）
観
点
か
ら
、
賦
課
期
日

に
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を

受
け
て
か
ら
13
年
を
超
え
る
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
の
税
率
は
、
平

成
28
年
度
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　
平
成
27
年
度
に
初
め
て
新
規
登

録
を
受
け
た
一
定
の
環
境
性
能
を

有
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

  

軽
自
動
車
税
の

　
税
率
改
正

区　　分
税額（年額）

平成 27 年
度まで

平成 28 年
度から

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊
自動車

農耕作業用のもの 1,600 円 2,400 円

その他のもの 4,700 円 5,900 円

軽二輪 125cc 超 250cc 以下 2,400 円 3,600 円

二輪の小
型自動車 250cc 超 4,000 円 6,000 円

原動機付自転車と二輪車など

区　　分
旧税額（年額） 新税額（年額）

平成 27 年 3 月 31 日
以前に最初の車両番号
の指定を受けた車両

平成 27 年 4 月 1 日以
降 に 最 初 の 車 両 番 号
の指定を受けた車両

　
　
　
　
軽
自
動
車

三輪のもの 3,100 円 3,900 円

　
四
輪
以
上
の
も
の

 
　
乗
用

営業用 5,500 円 6,900 円

自家用 7,200 円 10,800 円

   

貨
物
用

営業用 3,000 円 3,800 円

自家用 4,000 円 5,000 円

軽自動車（三輪・四輪以上の車両）標準税額

※新税額は平成 27 年度から適用

税
率
は
、
そ
の
燃
費
性

能
に
応
じ
て
、
平
成
28

年
度
の
税
率
が
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す
（
下
表
参

照
）。

　

区　　分

税額（年額）
軽自動車税のグリーン化特例

（重課） 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）

最初の車両番号の指定を受け
てから 13 年を経過した車両

電気自動車および天然
ガス軽自動車

乗用：平成 32 年度燃費基準
+20% 達成車
貨物用：平成 27 年度燃費基準
+35% 達成車

乗用：平成 32 年度燃費基準
達成車
貨物用：平成 27 年度燃費基
準 +15% 達成車

　
　
　
　
軽
自
動
車

三輪のもの 4,600 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

　
四
輪
以
上
の
も
の

 

　
乗
用

営業用 8,200 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円

自家用 12,900 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円

   

貨
物
用

営業用 4,500 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円

自家用 6,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円

※軽自動車税のグリーン化特例は平成 28 年度から適用（ただし、軽課は平成 28 年度のみ適用）軽自動車税のグリーン化特例

　
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成

28
年
度
の
市
・
県
民
税(

個
人
住

民
税)

を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎

資
料
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市・県
民
税
の
申
告
は
、

所
得
課
税
証
明
書
を
発
行
す
る
場

合
や
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
定
資

料
、
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
な
ど
の
各
種
手
続
き
に
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
（
下
図
）
を
参
考
に
必
要
な
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

  

市
・
県
民
税

　
申
告
準
備
を

　  

お
忘
れ
な
く
！

問　税務課
☎０８６９ - ２２ - １１１４

い
て
は
、
番
号
「
１
」
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
個
別
の
相

談
（
面
接
相
談
の
事
前
予
約
、
税

金
の
納
付
相
談
、
税
務
署
へ
の
問

い
合
わ
せ
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

番
号「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　
西
大
寺
税
務
署

☎
０
８
６-

９
４
２-

３
８
１
５

　
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談

は
、「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
税
務
署
に
電
話
を
か
け
る
と
音

声
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
ご
案
内
し
ま

す
。
一
般
的
な
相
談
（
税
の
取
り

扱
い
、
申
告
手
続
き
な
ど
）
に
つ

税務相談 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

税務署では、書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回

答が困難な場合には、電話等で事前に予約をいただいた上で相談をお受

けしています。 

※ ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。 

 

 

 

よくあるご質問に対す

る回答を税金の種類ごと

に調べることができます。 

 

税務署へ電話 

 国税に関する一般的な相談については、電話相談センターで受け付けています。 
税務署に電話をおかけになると音声ガイダンスでご案内しますので番号「１」を選択してください。 

 ご利用の流れは次のとおりです。 

自動音声によるご案内 

一般的な相談 
・税の取扱い 
・申告手続 など 
 
 
個別の相談 
・面接相談の事前予約 
・税金の納付相談 
・税務署へのお問い合 

わせ など 

「１」 

を選択 

「２」 

を選択 

 

タックスアンサーは、国税庁ホームページに掲載されている税に関するイン
ターネット上の税務相談室です。 

よくあるご質問に対する回答を、税金の種類ごとに調べることができるほか、
根拠条文も表示していますので、税に関する学習にも適しています。 

また、キーワードにより調べたい項目を検索することもできます。 

１ 

２ 

４ 

３ 

５ 

丸数字は、掲載優先順位 

 

QR コード 

携帯電話用 

税務署では、書類や事実関係を確認する必
要があるなど、電話での回答が困難な場合に
は、事前に予約をいただいた上で相談をお受
けしています。 
※ ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相

談内容等をお伺いいたします。 

 

QR コード 

PC 用 

①QR コード携帯電話用 
変更版です。 

 

税
務
署
か
ら
の

　
お
知
ら
せ

問

申告が必要かどうか、確認してみましょう。
平成28年1月1日現在、
瀬戸内市に住んでいる

はい

平成27年中に
収入があった

平成27年中に
給与収入があった

平成27年中に
年金収入があった

いいえ

平成27年分の給与について
年末調整がされている

給与を2カ所以上からもらっており、
年末調整をされていない給与がある

給与以外に年金・報酬
などの所得があった

勤務先から瀬戸内市へ
「給与支払報告書」が
提出されている

※このフローチャートは、一般的な事例です。ここに載っていない事例もありますので、詳しくはお問い合わせください。

給与収入があった人にお尋ねします

確定申告を
してください
確定申告をすれば、市県
民税の申告は不要です

確定申告を
してください

市県民税の申告を
してください確定申告および市県民税の

申告をする必要はありません

ただし、給与以外の所得の合
計額が20万円以下の人は市
県民税の申告をしてください

ただし、所得よりも控除が大き
い場合や収入より経費が多い場
合には市県民税の申告をしてく
ださい

確定申告を
してください
ただし、年末調整をされて
いない給与の収入金額（所
得金額でないので注意）と
各種の所得金額（給与所得
と退職所得を除く）との合計
額が20万円以下の人は市県
民税の申告をしてください

瀬戸内市に市県民税の申告
をする必要はありません
平成28年1月1日にお住まいの市区
町村に相談してください

所得・課税証明書の発行や国民健
康保険税の算定などのため
市県民税の申告が必要な
場合があります

確定申告または市県民税の
申告が必要な場合があります
年金収入が400万円以下であり、か
つその他の所得が20万円以下の人
でも、所得税の還付を受ける場合
は、確定申告をしてください。ただ
し、還付を受けない場合でも、市県
民税が減額になる場合は、市県民税
の申告をしてください

確定申告をしてください

はい はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はいいいえ
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国税に関する一般的なご相談は

ホームページ（タックスアンサー）
をご利用ください。

税務署では、書類や事実関係を確認する必要があるなど、

電話での回答が困難な場合には、事前予約の上で相談を受

けています。

※予約の際には、名前・住所・相談内容などをお聞きします。

軽自動車税の税率改正や市・県民税の申告につ
いてなど、税金に関する情報を掲載しています。
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